普代村ブルーカーボン・オフセット制度実施要領

（理念）
第１条　「普代村ブルーカーボン・オフセット制度」（以下「本制度」という。）は、村民・企業・団体との協働により、ブルーカーボンによる本村沿岸部の資源を活かした地球温暖化対策に取り組み、環境保全や環境啓発などを付加することで、地球温暖化対策と村民にとって親しみやすい海づくりを同時に推進するものである。

　（趣旨）
第２条　この要領は、本村における養殖ワカメ及び養殖コンブの生産過程に基づく二酸化炭素吸収量をクレジットとして販売し、クレジット購入者によるカーボン・オフセットを認証する本制度に関し必要な事項を定めるものとする。

　（用語の定義）
第３条　この要領において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
　(１)　ブルーカーボン　海藻養殖の育成により海洋生態系が吸収・固定する二酸化炭素をいう。
　(２)　カーボン・オフセット　自らの二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量（以下「排出量」という。）を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入することにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいう。

　（基本方針）
第４条　本制度の基本方針は、次のとおりとする。
　(１)　普代村独自のクレジット販売
　　　　温室効果ガスの吸収・削減に係る量をクレジットとして認証する既存制度であるJ-クレジット制度の対象プログラムに本制度に係る取組みがないことから、普代村の海藻養殖漁場（生産範囲）による二酸化炭素吸収量（以下「吸収量」という。）を普代村独自の「普代村ブルーカーボン・クレジット」（以下「クレジット」という。）として販売する。
　(２)　クレジットの信頼性確保
　　　　信頼性が確保されたクレジットを発行するため、クレジット算出にあたっては、本制度における吸収量が合理的であるかという観点で、国立大学法人岩手大学及び東京大学大気海洋研究所（以下「専門性を有する機関」という。）の意見を聴取する。

　（購入者の募集）
第５条　クレジットを購入し、カーボン・オフセットの認証を受けようとする者の募集は、村ホームページ等により行うものとする。
２　クレジットの販売は、普代村が保有する数量の範囲内で行うものとし、村ホームページに販売できる数量（以下「販売量」という。）を公表するものとする。

　（クレジット購入及びカーボン・オフセット認証申込み）
第６条　クレジットを購入しようとする者（以下「購入申込者」という。）は、普代村ブルーカーボン・クレジット購入及びカーボン・オフセット認証申込書（第１号様式、以下「申込書」という。）を普代村長に提出することにより、クレジット購入及びカーボン・オフセット認証の申込みを行う。
なお、排出量を算定する場合は、「カーボン・オフセットガイドラインVer.3.0（令和６年３月６日改訂、環境省）」及び「カーボン・オフセット第三者認証基ver.4.1（平成29年５月31日改訂、カーボン・オフセット制度運営委員会）」に準拠して算定する。
２　前項に掲げる規定は、次に掲げる者を対象外とする。
　(１)　違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者
　(２)　行政機関からの行政指導による改善がなされていない者
　(３)　暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
　(４)　その他クレジットの販売先として適切でないと認められる者
３　普代村長は、第１項による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入申込者に対し、クレジットの販売及びカーボン・オフセット認証に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。
４　最低販売量は0.1トン（ｔ-CO₂）とし、0.1トン（ｔ-CO₂）単位で販売するものとする。また、販売単価は別に定めるものとする。

　（クレジット購入者及び売却クレジット数量の決定）
第７条　普代村長は、前条の規定による申込みがあった場合は、申込書の内容を審査のうえ、必要に応じて売却クレジット数量（以下、「売却量」という。）の調整を行い、専門性を有する機関に意見を聴取し、クレジット購入者（以下、「購入者」という。）及び売却量を決定する。また、普代村ブルーカーボン・クレジット売買決定通知書（第２号様式、以下「売買決定通知書」という。）を購入者に交付することにより、売買の決定を通知する。

　（売買代金の納付）
第８条　購入者は、クレジットの売買代金を、普代村長が定める期日までに、村が発行する納入通知書により納入するものとする。

　（カーボン・オフセットの認証）
第９条　クレジットの売買終了後、普代村長は、申込書に記載されたカーボン・オフセット認定申込み内容が適正であると認める場合は、カーボン・オフセット認証通知書（第３号様式）を購入者に交付することにより、カーボン・オフセット認証を通知する。また、購入者の希望に応じてカーボン・オフセット証明書を交付する。

　（クレジットの管理）
第10条　普代村長は、クレジットの販売及びカーボン・オフセットによるクレジットの無効化に関する事項をクレジット管理簿（第４号様式）に登録する。

　（運営事務局）
第11条　本制度の運営事務局は、普代村総務課政策推進室とし、次の役割を担う。
　(１)　クレジットの管理
　(２)　カーボン・オフセットの認証
　(３)　諸書発行等、本制度の運営に関する事務
　(４)　その他本制度の運営に当たり必要な事項の決定

　（協議）
第12条　この要領に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、普代村長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。

　（裁判管轄）
第13条　この要領に定める事項に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、普代村を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。

（その他）
第14条　この要領に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、普代村長が別に定める。

附　則
　この要領は、令和８年４月１日から施行する。















